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冬季のきまり・服装等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■ 服装（日常）・持ち物など 

○ 寒い時には、登下校時にジャンパー、コート、ネックウォーマー、手袋を着用してもよいです

。ただし、安全面を考慮し、ジャンパー、コートのジッパー・ボタンはしめておきます。マフ

ラー・耳当ては、着用しません。フードが付いていてもフードはかぶりません。また、ポケッ

トに手を入れたまま歩きません。校内では、厚手のジャンパー、コート、ネックウォーマーや

手袋を着用しません。 

○ リップクリームやハンドクリーム、カイロを学校に持ってきて使用する場合は、保護者

の方から担任の先生に連絡し許可をもらいます。リップクリーム・ハンドクリームにつ

いては、色がないもの、香りがないものを使います。カイロについては、必ず記名し、

授業中は手元に出さないようにします。またカイロの貸し借りはしません。友達のカイ

ロをさわりません。 

○ 持ち物（服、文具、道具）には、必ず記名します。 

 

 

■ 体育時の服装 

○ 体育の時間は、体育服を着用します。半袖・長袖（白）、半ズボン（黒または紺）を基本とし

ます。 

○ 冬場の寒い時は、運動にふさわしい上着やズボン等を着用してもよいです。持久走等では、担

任の先生の指示により手袋を着用してもよいです。 

 

■ その他 

○ 校区外や夜間の外出は、責任の持てるおとなの人といっしょにします。 

○ 大型店(アンビ—・ゆめモールなど)も同様に、責任の持てるおとなの人といっしょに行

きます。決して子どもだけでは行きません。 


